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Ｄ １ － 2 0

５ 年 保 存 （ 常 ）

（令和12年12月31日まで）

Ｆ Ｎ ． Ｄ １ － １ － ０

鹿 交 企 第 3 0 4 7 号

鹿 交 規 第 3 0 0 1 号

鹿 免 管 第 3 0 0 1 号

鹿 免 試 第 3 0 0 1 号

令 和 ８ 年 １ 月 1 9 日

各 部 長

各参事官 殿

各所属長

本 部 長

担当 企画調査係 TEL

交通部門が取り扱う許認可等事務の受付時間等について（通達）

見出しのことについては、「交通部門が取り扱う許認可等事務の受付時間等に

ついて（通達）」（令和７年３月24日付け鹿交企第3017号ほか。以下「旧通達」とい

う。）により運用しているところであるが、このたび、鹿児島県交通安全教育センター

における運転免許更新手続への事前予約制導入に伴い、受付時間等の一部を見直した

ことから、県民の誤解や不信感を招くことがないよう広報を徹底し、所属職員への周

知徹底に努め、事務処理に遺漏のないようにお願いする。

なお、この通達は令和８年１月19日から施行し、旧通達は令和８年１月18日限り廃

止する。

記

１ 用語の意義

⑴ 免許センター

免許管理課及び鹿児島県交通安全教育センターをいう。

⑵ 免許試験場

免許試験課及び鹿児島県運転免許試験場をいう。

⑶ 高速隊

高速道路交通警察隊をいう。

⑷ 警察署等

警察署及び幹部派出所をいう。

⑸ 交番等

交番及び駐在所をいう。

⑹ 離島の警察署等

種子島署、屋久島署、奄美署、瀬戸内署、徳之島署、沖永良部署、喜界幹部派

出所及び与論幹部派出所をいう。

２ 受付時間

受付時間は、鹿児島県の休日を定める条例（平成元年鹿児島県条例第37号）第１
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条に掲げる休日を除く、次に掲げる時間とする。

なお、特定の者を対象に行う違反者講習、運転免許の保留等の処分を受けた者に

対する講習等の受付時間は、通知書その他書面等により指定した時間とする。

⑴ 交通企画課の所管業務

別表第１のとおり

⑵ 交通規制課の所管業務

別表第２のとおり

⑶ 免許管理課及び免許試験課の所管業務

別表第３のとおり

３ 留意事項

各警察署等の判断による運用の変更は厳に慎むとともに、委託業務については、受託者に

周知徹底するとともに、緊密に連携して対応すること。
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別表第１（２の⑴関係）

交通業務窓口の受付時間（交通企画課所管業務）

窓口 窓口

自動車運転代行業に係る申請、届

出
警察署等

安全運転管理者選任等に係る届出 警察署等

緊急自動車・道路維持作業用自動
車に係る申請、届出

交通企画課
（指定申請に限る。）

警察署等
（届出に限る。）

原動機を用いる身体障害者用の車
に係る警察署長の確認申請

警察署等

原動機を用いる乳母車に係る警察
署長の確認申請

警察署等

特定自動運行に係る許可申請手続 交通企画課

遠隔操作型小型車の遠隔操作によ
る通行の届出

交通企画課 警察署等

－ 8:30～16:30

8:30～16:30 －

8:30～16:30 8:30～16:30

－ 8:30～16:30

8:30～16:30 8:30～16:30

－ 8:30～16:30

業務名
警察本部 警察署等

受付時間 受付時間

－ 8:30～16:30
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別表第２（２の⑵関係）

交通業務窓口の受付時間（交通規制課所管業務）

備考 選挙運動用自動車等とは，候補者の選挙運動のために使用する自動車又は確認団体が使用する政治活動用

自動車をいう。

窓口 窓口

自動車保管場所証明に係
る申請，届出

警察署等

道路使用許可に係る申請 高速隊 警察署等

通行許可に係る申請
警察署等
交番等

駐車許可に係る申請（高
齢運転者等標章に係る申
請を除く。）

警察署等
交番等

高齢運転者等標章に係る
申請

警察署等

制限外積載等許可に係る
申請(選挙運動期間中にお
ける選挙運動用自動車等
の設備外積載許可に係る
申請を除く。）

高速隊
警察署等
交番等

選挙運動期間中における
選挙運動用自動車等の設
備外積載許可に係る申請

警察署等

緊急通行車両等の確認申
出等

警察署等

緊急通行車両等確認申出
（災害発生時に限る。）

警察署等－

業務名
警察本部 警察署等，交番等

受付時間 受付時間

－

－

8:30～16:30

終日（閉庁日を
含む。）

8:30～16:30

8:30～16:30

8:30～16:30

－ 8:30～16:30

8:30～16:30

8:30～16:30

8:30～16:30

－

8:30～16:30

－
終日（閉庁日を
含む。）
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別表第３（２の⑶関係）

交通業務窓口の受付時間（免許管理課及び免許試験課所管業務）

窓口 窓口

更新、再交付、免許保有状況の変

更、記載事項変更届、申請取消、
運転経歴証明書及び失効に係る申

請、届出

国外運転免許証に係る申請 免許センター 離島の警察署等

運転免許取消処分者の受験資格調
査に係る申請

免許センター 警察署等

安全運転相談
免許センター

免許試験場
警察署等

運転免許学科試験に係る申請（原

付学科試験を除く。）
免許試験場 奄美署

運転免許技能試験に係る申請

免許試験場

※  出張以外の技能試験
  会場は免許試験場のみ

日置署、指宿署、南九州署、枕崎署、南さ

つま署、阿久根署、出水署、伊佐湧水署、

霧島署、曽於署、志布志署、肝付署、鹿屋

署、錦江署、離島の警察署等

奄美署

外国免許切替に係る申請 免許試験場

運転免許失効時における仮免許取

得に係る申請
免許試験場 奄美署

13:00～13:30 －

08:30～09:10
10:00～11:30
14:30～15:30

08:30～09:10
10:00～11:30

14:30～16:00

08:30～09:10

※　出張による技能試験は、免許試験場に

　おいて各試験ごとに計画することから、
　事前に確認をすること。

原付学科試験に係る申請 08:30～09:10 免許試験場

試験前日までの8:30

～17:15

試験前日までの

10:00～11:30
14:30～16:00

　別紙のとおり

 8:30～11:30
13:00～16:00

 8:30～11:30
13:00～16:00

8:30～16:00 8:30～16:30

8:30～16:30 8:30～16:30

業務名
警察本部 警察署等

受付時間 受付時間
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別紙（別表第３関係）

業 務 窓口 受付時間等（祝日、年末年始を除く。）

免 ◆ 月曜～木曜、日曜
更 新 許 ◎ 優良運転者・一般運転者・初回更新者・違反運転者

セ 事前予約制
ン 事前予約制の受付時間については、警察共通基盤システムによる運転者管理業務により、各講習区分ごと
タ に指定した受付時間とする。ー
（

◎ 特例更新者・県外転入者
即 8:30～9:00、13:00～13:30
日
交 ◎ 高齢者講習受講済者、オンライン講習受講済者
付 ９：00～９：30、13：30～14：00）

※ 写真持ち込みによる更新は、月曜から木曜の午後のみ

奄 ◆ 月曜・水曜・金曜
美 ◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者
警 ８：30～９：30、13：00～14：00
察 ◆ 木曜
署 ◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者（

８：30～９：30
即 ◎ 初回更新者・違反運転者
日 13：00～14：00
交
付）

摩川内、阿久根、出水、伊佐湧水、姶良、霧島、曽於、志布志、肝付、鹿屋及び種子島の警察署
◆ 月曜～金曜
◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者・初回更新者・違反運転者

８：30～11：30、13：00～16：30

上記以外の警察署等
◆ 月曜～金曜
◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者・初回更新者・違反運転者

８：30～12：30

鹿児島県以外の 免 ◆ 月曜～木曜、日曜
公安委員会住所 許 ８：30～９：00、13：00～13：30
の更新（経由地 セ
更新） ン

ター

免 ◆ 月曜～金曜
再 交 付 許 10：00～10：30、14：30～15：00

セ ※ 更新と同時の場合は、更新の受付時間
ン
ター

（

即
日
交
付）

警
察
署
等
（
鹿
児
島
市
内
三
署
及
び
奄
美
警
察
署
を
除
く
。
）
（
後
日
交
付
）
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奄 ◆ 月曜～金曜
美 10：00～11：00、14：30～15：30
警 ※ 更新と同時の場合は、更新の受付時間
察
署

(

即
日
交
付）

摩川内、阿久根、出水、伊佐湧水、姶良、霧島、曽於、志布志、肝付、鹿屋及び種子島の警察署
◆ 月曜～金曜

８：30～11：30、13：00～16：30

上記以外の警察署等
◆ 月曜～金曜

８：30～12：30

免許保有状況の ◆ 月曜～金曜
変更 10：00～10：30、14：30～15：00

※ 更新と同時の場合は、更新の受付時間

◆ 月曜・水曜・木曜・金曜
10：00～11：00、14：30～15：30

※ 更新と同時の場合は、更新の受付時間

◆ 月曜～金曜
８：30～11：30、13：00～16：30

記載事項変更 免 ◆ 月曜～金曜
届 許 ８：30～11：30、13：00～16：00

セ ※ 更新と同時の場合は、更新の受付時間
ン
ター

警 ◆ 月曜～金曜
察 ８：30～11：30、13：00～16：00
署 ※ 更新と同時の場合は、更新の受付時間
等

警
察
署
等
（
鹿
児
島
市
内
三
署
及
び
奄
美
警
察
署
を
除
く
。
）
（
後
日
交
付
）

免
許
セ
ン
タ
ー
（
即
日
交
付
）
奄
美
警
察
署
（
即
日
交
付
）

警
察
署
（
後
日
交
付
）
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申請取消 免 ◆ 月曜～金曜
運転経歴証明書 許 ８：30～11：30、13：00～16：00

セ
ン ◆ 日曜
タ 10：30～12：00ー

※ 更新と申請取消（一部）が同時の場合は、更新の受付時間（

即
日
交
付）

警 ◆ 月曜～金曜
察 ８：30～11：30、13：00～16：00
署 ※ 更新と申請取消（一部）が同時の場合は、更新の受付時間
等

(

後
日
交
付）

免
許
試
験
場

(

申
請
取
消
の
み）

免 ◆ 月曜～木曜
失 効 許 ◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者・初回更新者・違反運転者

セ ８：30～９：00、13：00～13：30
ン
タ ◆ 金曜ー

◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者・初回更新者・違反運転者（
13：00～13：30

即
日
交
付）

免 ◆ 月曜～金曜
許 ◎ 講習済者（優良運転者・高齢者講習・一般運転者・初回更新者・違反運転者）
試 ８：30～９：10
験
場（

即
日
交
付）

奄 ◆ 月曜・水曜・金曜
美 ◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者
警 ８：30～９：30、13：00～14：00
察 ◆ 木曜
署 ◎ 初回更新者（

13：00～14：00
即 ◎ 違反運転者
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日 13：00～14：00
交
付）

摩川内、阿久根、出水、伊佐湧水、姶良、霧島、曽於、志布志、肝付、鹿屋及び種子島の警察署
◆ 月曜～金曜
◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者・初回更新者・違反運転者

８：30～11：30、13：00～16：30

上記以外の警察署等
◆ 月曜～金曜
◎ 優良運転者・高齢者講習受講済者・一般運転者・初回更新者・違反運転者

８：30～12：30

警
察
署
等
（
鹿
児
島
市
内
三
署
及
び
奄
美
警
察
署
を
除
く
。
）
（
後
日
交
付
）




